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チーム医療推進会議 開催要綱

1.趣旨

「チーム医療の推進について」(平成 22年 3月 19日 チーム医療の推進

に関する検討会取りまとめ)を受け、様々な立場の有識者から構成される

会議を開催 し、同報告書において提言のあった具体的方策の実現に向けた

検討を行う。

2.検討課題

○ チーム医療を推進するための方策について

○ チーム医療を推進するための看護師業務の在り方について

○ 、その他

3.構成員

会議の構成員は、別紙に掲げる有識者とする。ただし、必要に応じ、関

係者の出席を求めることができる。

4.運営

本会議の庶務は、厚生労働省医政局で行う。

議事は公開とする。



(別紙 )

○ :座長

有賀  徹  昭和大学医学部救急医学講座 教授

太田 秀樹  全国在宅療養支援診療所連絡会 事務局長

小川  彰  全国医学部長病院長会議 顧間

北村 善明  日本放射線技師会 理事

堺  常雄  日本病院会 会長

坂本 すが  日本看護協会 冨1会長

島崎 謙治  政策研究大学院 教授

○永井 良三  東京大学大学院医学研究科 教授

中山 洋子  日本看護系大学協議会 会長

半田 ―登  日本理学療法士協会 会長

藤川 謙二  日本医師会 常任理事

藤本 晴枝  NPO法人地域医療を育てる会 理事長

宮村 一弘  日本歯科医師会 副会長

山口 徹  虎の問病院 院長

山本 信夫  日本薬剤師会 冨1会長

山本 隆司  東京大学大学院法学政治学研究科 教授
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前回までの議論の整理

～チーム医療推進のためのガイドライン (仮称)

資料 1

策定に向けて～

1。 チーム医療を推進するための基本的な考え方

○ 我が国の医療は非常に厳しい状況に直面しており、医学の進歩、高齢化の進行等により
医師や看護師の許容量を超えた医学的な視点のみならず患者の社会的・心理的な観点にも
配慮した医療が求められる中、チーム医療の推進は必須である。

○ チーム医療を推進する目的は、専門職の積極的な活用、職種間の有機的な連携を図るこ
と等により医療の質的な改善を図ることであり、そのためには、①コミュニケーション、
②情報の共有化、③チームマネジメントの3つの視点が重要である。

○ チームアプローチの質を向上するためには、互いに他職種を尊重し、明確な目標に向か
つてそれぞれの見地から評価を行い、専門的技術を効率良く提供することが重要である。
そのためには、カンファレンスを充実させることが必要であり、カンファレンスが単なる
情報交換の場ではなく議論 口調整の場であることを認識し、ファシリテーターを中心に他
職種を尊重した議論をすることが重要である。

○ 医療スタッフ間における情報の共有のための手段としては、定型化した書式による情報
の共有化や電子カルテを活用した情報の一元管理などが有効であり、そのための診療情報
管理体制の整備等は重要である。

○ 患者もチーム医療の一員という視点も重要であり、患者に対して最高の医療を提供する
ために患者の生活面や心理面のサポー トを含めて各職種がどのように協力するかを考える
必要がある。また、患者もチームに参加することによって医療者に全てを任せるのではな
く、自分の治療の選択等に参加することが必要である。

○ より良い医療を実践するためには、医師に全面的に依存するのではなく、医療チームが
お互いに協働 し、信頼しあいながら医療を進める必要があり、医師はチームの中でリーダ
ーとしてチームワークを保つことが必要である。

○ チーム医療を展開する中で、医師、歯科医師が個々の医療従事者の能力等を勘案して「包
括的指示」を積極的に活用することも重要な手段であるが、「包括的指示」の要件等をあま
り定型化しすぎると医療現場の負担増になる可能性に注意が必要である。

○ チームの質を向上させるためには卒前・卒後の教育が重要であり、専門職としての知識
や技術に関する縦の教育と、チームの一員として他職種を理解することやチームリーダ
ー・マネージャーとしての能力を含めた横の教育が必要である。

例)チーム医療の教育 (昭和大学)

医学部、歯学部、薬学部等の枠を超えて共に学び、患者に真心をこめて医療を行うこと
を理念として、低学年から学部連携学習を通じて基盤作りを行い、高学年においては医療
現場でのチーム医療の実践的学習を行うなど、チーム医療を参加型で学習する体系的カリ
キユラムを構築している。



○ 急性期、回復期、維持期、在宅期において求められるチーム医療のあり方はそれぞれ異
なるものであり、各ステージにおけるチーム医療のあり方を考えるともに、各々のチーム

医療が連鎖するような仕組みの構築が必要である。

○ 医療機関によって、医療関係職種等のマンパワーや周辺の人口構成など、置かれている
状況が異なるため、それぞれ求められている医療のニーズに添つたチーム医療を展開する
必要がある。

2。 急性期・救急医療の場面におけるチーム医療

○ 急性期医療におけるチーム医療については、現状ではマンパワーが限られていることか
ら、少数の専門職が課題に応じてチームを編成する「専門部隊型のチーム医療」が中心と
なつている。「専門部隊型のチーム医療」においては、質の高いチーム医療の提供は可能で

あるが、カンファレンス等により情報共有のためのすりあわせが必要であるため、処理能
力には限りがあり、手術室や ICUな どのリスクの高い患者に対するチーム医療には適して
いる。

○ 今後の急性期医療におけるチーム医療においては、十分な専門職を病棟に配置して患者
に直接接する機会を増やす「病棟配属型チーム医療」により、必要な患者全てに対して、
必要な時に十分な質の高い医療サービスを提供することが期待されている。

○ 特に高齢者に対しては、廃用症候群や低栄養状態などの様々な合併症に対応するため、
リハビリや栄養管理などの対策が重要であり、高齢者の多い病棟においては急性期の段階
から病棟専従チームが必要である。

例 1)急性期における栄養サポー トチーム (近森病院)の取組

管理栄養士を病棟に配属し、患者の身体所見等の確認を直接行つたり、業務の標準化や
電子カルテによる書式の標準化を通じた情報共有を図つたりすると共に、24時間 (夜間は

呼び出し)365日 (休 日祝日出勤)の対応ができる体制整備や院内PHSの活用により、どこ
でも連絡をとれる状態にし、必要な時に必要な症例全てに対して必要な対応を専門職種が
行うことを可能にしている。

例 2-1)病棟における医薬品の安全管理 (東住吉森本病院)

2病棟に3名 の薬剤師を配置することにより病棟への常駐体制を実現し、患者の状況や
検査結果等をリアルタイムで把握しつつ、薬歴管理を行うことにより、積極的な処方提案
や持参薬を継続使用する際のリスク軽減などを行うとともに、他の医療スタッフヘの助言
及び相談へ対応している。

例2-2)手 術室における薬剤師の取組 (広 島大学附属病院)

医師、看護師等とともに安全な手術のためのチームを構成し、手術中に使用される医薬
品管理を手術室に常駐された薬剤師が担当している。具体的には、麻薬・毒薬をはじめと
する手術部内の全ての医薬品管理や手術時の使用薬剤のセット、注射斉1混合調製、麻薬記
録監査、各職種への医薬品情報提供等の業務を実施している。

例 3)入院患者の状態に応じたきめ細やかな栄養管理の効果
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入院時に主観的包括的アセスメントの結果、中等度栄養障害と判断された患者に対して、
術前に栄養介入を実施することより術後の在院日数が有意に低下することが報告されてい
る。術前に限らず種々の疾患において、病棟で管理栄養士がきめ細かな栄養管理を実施す
ることにより、医療の質の向上につながっている。

例4)急性期1図血管障害患者のリハビリテーションにおけるチーム医療 (相澤病院)

急性期の1歯卒中患者を受け入れる「脳卒中ケアユニット」において、PT 3名 、OT l名 、
ST l名 の手厚い配置を行い、入室している患者に早期から多職種が有機的に連携して早期
の経口摂取に向けたリハビリテーションを提供している。電子カルテの活用やカンファレ

ンスによって医師や看護師等と患者の全身状態や心理状態などについて情報共有を行いな

がら、刻々と変化する状態|ミ臨機応変に対応したリハビリテーションを実施している。

3.回復期・慢性期医療の場面におけるチーム医療

○ 回復期のチーム医療においては、褥・・●対策や栄養管理、感染対策といった課題に対応す
ることが求められており、そのためには病棟への様々な専門職の手厚い配置が求められて
いる。回復期リハビリテーション病棟においては、診療報酬における配置基準よりも多く
のリハビリスタッフや S丁、配置基準には規定されていない管理栄養士、社会福祉士等を配
置している施設も多い。

○ リハビリテーションにおいては、実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として、
リハビリテーションチームによって全人的アプローチが行われており、リハビリ関係職種
だけではなく様々な職種とカンファレンスを軸にした情報共有と連携を行つており、特に

①関係職種間の情報共有②チームとしての共通目標③家族の参加④専門職が互いに尊重し
合うことが重要である。

例 1)回復期リハ専門病院におけるチーム医療 (長崎リハビリテーション病院)の取組

専門職間の縦割りを解消するため、医師を含めた医療職は全て臨床部の所属としたほ
か、ナースステーションをスタッフステーションと、ナースコールをスタッフコールと
変更するなどの工夫を行つている。

患者の多くが高齢者であり、基礎疾患や合併症を有していることから、専門職が患者
の日常生活を基本とした関わりが重要であると考え、48床の病棟に対して医師、看護師、
リハビリスタッフのみならず介護福祉士、社会福祉士、管理栄養士、歯科衛生士などを
含めたスタッフ76人 という手厚い配置を行つている。病棟専従チームが看護を基盤とし
て互いに他職種を尊重し、専門職種間で日常的に情報交換・検討を行うとともに、専門
的視点に立って評価 ロプログラム作成を行い、カンファレンスで統一した目標に向かっ
てチームアプローチを行つている。

例 2)回復期リハ病棟における転倒対策 (船橋市立リハビリテーション病院の例)

回復期リハ病棟において、医師、看護師、リハビリスタッフ、介護福祉士などのスタ

:ッ フが運動機能、高次脳機能、排泄機能、服薬状況等の転倒リスクを把握し、専門職種
がそれぞれの専門性を活かしたアプロTチで患者の能力を引き出して転倒予防に取り
組んでいる。



○ 在宅医療において、質の高い医療を効率よく提供するためには、①チームの統合性、②
チームのスピー ド性、③チームの効率性の 3つの要素が必要である。

○ 在宅医療における医師と看護師の連携については、患者対応のスピー ドが求められると
ともに実施する医療行為には様々なものがあることから、在宅医療を担う医療機関と訪間
看護を担う機関が提供する医療に関する哲学や実際のやり方を共有することが重要である。

○ 入院から在宅への移行支援については、在宅チームが主導して在宅への移行準備、試験
外泊等を実施する仕組みを構築することが必要である。

○ 在宅医療では訪間診療、訪間看護、訪間リハビリテーション及び訪間介護のチームアプ
ローチが必要であり、医療だけでなく自宅へのベッド導入など介護との連携が重要である。

○ 在宅医療において、患者・家族の不安を取り除くために 24時間対応は非常に重要であり、
確実な連絡体制を確保する必要がある。

例 1)在宅医療におけるチーム医療 (ク リニック川越)の取組

医師と看護師の一体化したチームで提供する医療の哲学・実施方法を共有するととも
に、電子カルテを活用してリアルタイムに情報共有を行つている。医療機関と訪間看護
機関の緊密な連携を前提に、医師の指示を工夫するとともに、看護師の臨床能力評価に
応じて実施可能な医行為を決めることにより看護師の裁量権を拡大している。在宅緩和
ケアにおいては、薬剤師が関わるケースが増加しており、麻薬等の薬剤の配送や服薬指
導、中心静脈栄養の調剤等の役割を担つている。

例 2)地域緩和ケアを支える病院薬剤部と保険薬局等との連携 (国立がんセンター東病院)

薬局薬剤師が退院時カンファレンスヘ参加したり、病院薬剤師、薬局薬剤師、訪間看
護を行う看護師及びケアマネジャー間で、患者の症状変化やケアプランなどについての
情報を共有することにより、地域緩和ケアなどの在宅医療の質を向上するための取組を
行つている。その際に薬剤師は、他職種からの薬剤に関する相談を積極的に受け付ける
ことのほか、患者 (特に高齢者)の廉下能力や理解力などから適切な剤形を選択するこ
と (速崩壊性製剤、

｀
ゼリー製剤等の選択、とろみの添加等)、 多職種連携により得られた

食事、排泄、運動等に関する情報から患者の体調を定期的にチェックし、薬剤の効果や
副作用を評価することなどの役割を担つている。

例 3)入院から在宅までの切れ目のない栄養管理の取組

在宅医療において、管理栄養士、看護師、薬剤師等の関係職種が協働し、病状や栄養
状態を安定させ疾病の重症化を防ぎ再入院等を防止するために、入院・退院時から在宅
まで切れ目のない栄養管理や食事・生活支援を行う。その際に管理栄養士は、患者 口家
族やヘルパーに栄養食事管理の必要性を説明し、食材の選択や補給方法等の具体的支援
を行い、看護師やケアマネジャー等と連携しながら栄養補給法 日経腸栄養製品 口食材・

調理済み食品 "宅配食の適正な活用等の調整を担つている。



5。 医科・歯料の連携

○ 医科と歯科の連携については、養成課程の違い、病院・診療所と歯科診療所の勤務場所
の違い、専門用語の違い等、従来からお互いの専門性を隔てる壁は厚く、垣根は高くなっ
ていた。具体的な例としては、医師はどの歯科医師に相談していいのか、歯科医師はどの
ように病院へ介入していいのかなど医科と歯科の連携における最初の手がかりすらつかめ
ないというようなこともあったようである。

○ しかし、近年における高齢化の進展、介護保険の導入、在宅医療の普及等により、リハ
ビリテーションを専門とする医師や訪間歯科診療を行う歯科医師等から口腔ケアが重要で
あること、また、高齢者等の誤朧性肺炎や低栄養の原因の一つは口腔機能の低下であり、
これらを予防していくためには、口腔ケアだけでなく口腔機能の維持・向上が重要である
という医科と歯科で共通の考え方が普及してきている。

○ このような背景から、急性期 日救急医療、回復期 日慢性期医療、在宅医療の各場面にお
いて、NST、 口腔ケア等における医科と歯科の連携は重要であり、不可欠であることの認識
が深まりつつあり、医科 口歯科連携を推進していくための土壌が醸成されはじめてきてい
る。

○ 現在、歯科を標榜して歯科医療関係職種を配置している病院の一部において、NS丁、日腔
ケア、摂食味下、感染制御、糖尿病、緩和ケア等のチーム医療が実施されていることが明
らかになつた。他方で、歯科を標榜して歯科医療関係職種を配置している病院は少なく、
歯科医療関係職種は歯科診療所に多く配置されていることから、歯科医療関係職種を交え
たチーム医療を推進していくためには、病院内の連携に限らず、地域における病診連携、
診診連携を含めた病院内日外における医科と歯科の連携を推進していくことが必要である。

○ 口腔ケアは歯科的口腔管理の基本であり、誤味性肺炎等の予防に寄与し、医療・介護の
現場で歯科医師 口歯科衛生士をチームの一員として、医科と歯科の専門的な視点を加える
ことにより、高齢患者において特に重要な合併症の予防が期待される。

○ 歯科医師等の歯科関係職種をチーム医療の一員とし、口腔内管理の徹底を図ることで、
誤廉性肺炎や窒息事故等の発生を防止し、その後の医療を円滑に行うことに貢献するとと
もに、摂食・味下障害、低栄養状態、口臭等に対する専門的な医療対応を行うことが可能
となり、入院患者の00L向 上や早期回復に寄与することができる。

○ 医科口歯科連携を行うことで、入院患者の00L向 上や早期回復等に寄与するだけでなく、
退院後も在宅、施設等の生活する場における地域連携パスに繋ぎ、口腔の医療面からの地
域医療に貢献することが可能となる。

○ 病院に配置されている歯科医療関係職種は、病院内の連携を推進するだけに限らず、地
域歯科医師会等の地域における歯科医療関係職種との連携の窓口となり、病院内 日外にお
ける医科・歯科連携をより推進させることができるという一面もある。

○ 患者中心の質の高いチーム医療を推進していくためには、従来の医科と歯科の専門性に
固執するのではなく、お互いの専門性を隔てる壁を薄く、垣根を低くする等、お互いの理
解を深めるための努力が必要である。また、医科 口歯科連携に際しては、お互いの専門性
を尊重するとともに、お互いの専門性を踏まえた連携を行う必要がある。

○ 特に、病院における医科・歯科連携は、歯科を標榜していない病院が多いことから、地
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域歯科医師会等との病診連携も含めた医科 口歯科連携のチーム医療を推進していく必要が
ある。そのため、歯科医療関係職種が配置されていない病院に歯科医師を、あるいは、歯
科医師及び歯科衛生士の両者をともに配置することが必要であり、そのための総合的な施
策の整備が望まれる。

○ また、歯科医療関係職種が配置されている病院においても、医科 口歯科連携によるチー
ム医療が十分に実施されていない場合が認められるため、口腔ケアのみならず NSTや摂食
味下チーム、感染制御チームなど歯科医療関係職種の関与が望まれるチームヘの参加など
更なる医科・歯科連携を強化・推進していくことが必要である。

○ 病院における日腔ケア、NS丁、摂食・廉下、感染制御、糖尿病、緩和ケア等のチーム医療
において、医科 口歯科連携を強化・推進し、それぞれの専門性を最大限に活かすことで、
患者中心の質の高い医療を提供することが可能となる。

例)医科歯科連携におけるチーム医療 (長崎リハビリテーション病院)の取組
歯科診療オープンシステムを活用して非常勤歯科医師と歯科衛生士が、口腔機能向上

を目的とした義歯調整等の歯科医療、摂食や咀嘔等の機能評価の実施、また、カンファ
レンスヘ参加する等の医科・歯科連携を行つている。

例)医科歯科連携におけるチーム医療 (昭和大学病院)の取組
チーム医療の実践、チーム医療教育、地域医療連携を3本柱とした口腔ケアセンター

を設置している。歯科のある病院においては、歯科を通してチーム医療に参加し、歯科
のない病院においては、病棟ヘチームが直接に参加して医科 口歯科連携を行っている。

6.特定の診療領域等 におけるチーム医療

○ 特定の診療領域や課題に応じて、様々な職種による治療チームを施設内外で構成してチ
ーム医療を実践することにより、各職種がそれぞれの専門性を発揮した業務に取り組むこ
とが可能になり、医療の質と効率性の向上といった効果が期待される。

例)特定の診療領域等におけるチーム医療の取組
口褥癒対策チーム (脳血管研究所美原記念病院の例)

看護師が褥癒発生リスクを随時評価し、医師・薬剤師 口看護師がベッドサィ ドにて薬

剤選択及び治療方針の決定を行い、ハイリスク患者に対して積極的な体位変換を実施す

る取組により、ハイリスク患者が多い中で褥癒発生率を低く抑え、治癒率も良好な水準
となっている。

・リノ、ビリチーム (1菌血管研究所美原記念病院の例)

医師及びリハビリスタッフがリハビリの適応の確認を行い、リハビリスタッフと看護

師が連携して、超早期からのリハビリを実施するとともに、日常生活援助にリハビリ的

看護ケアを導入するなどの取組によりADLの改善度合いが向上している。

○ リハビリテーションは、急性期、回復期、生活期のどの時期においても隔たりなく行わ

れ、従来から、患者を中心に職種間を越えたメンバーでチームが構成されている。そのた
め、それぞれの病期によってその目的も変化する中で、患者を中心とした多様なメンバー

で構成するチーム医療には、リハビリテーションの理解が必須である。

6



○ 精神科領域においては、疾病と障害を併せ持ち、相関関係が大きい障害特性から社会的

健康へのダメージを来すことがある。したがって、疾病の治療のみならず生活者として対

象者支援を行うことが必要であるため、医療機関や地域において多職種協働によるチーム

医療の提供が重要である。また、身体疾患の背景に精神科的な問題のある患者に対しては、

身体的治療だけでなく、精神科的な治療も並行して行うことが必要であり、身体的ケアス

タッフと精神科的ケアスタッフが協働して患者の治療を行えるチーム医療が重要である。

例 1)認知症医療におけるチーム医療の取組 (浅香山病院の例)

外来においては、医師の診察時間を有効に活用するために、事前に精神保健福祉士が

受診に関する相談や介護 口福祉サービスの調整等を行い、臨床心理士が′い理検査等を実

施して診察時に必要な情報を整理している。

例 2)自殺未遂者ケアにおけるチーム医療の取組
｀
(横浜市立大学附属市民総合医療センタ

ーの例)

救命センターでは、搬送される全ての自殺企図者に身体的治療を行うことはもとより、

救命センターに常勤している精神科医と救急医、看護師、精神保健福祉士の多職種チーム

が′b理的危機介入と正確な精神医学的評価、心理社会的評価を行い、これに基づいて心理

教育を含む精神科治療、ソーシャルワークを行い、地域ケアの導入を行つている。

○ 周産期医療においては、妊婦のリスクと選択する医療機関とのミスマッチを防ぐことが

重要であり、対応する対象者のリスクに応じて施設間や施設内でチームを構成する必要が

ある。産科病院や産科診療所の院内助産所 口助産師外来は、正常産を助産師が担うことに

よる産科医師の負担軽減や緊急時の迅速な連携に加えて、助産師が妊娠初期から分娩管理、

産後の母乳支援や新生児ケアまで継続して行うことにより妊産婦の意向を尊重したケアが

可能となり、妊産婦や家族の満足度の向上につながっている。

例)助産所のような診療所と高次医療チームの連携 (聖路加産科クリニックの例)

必要時には迅速に転院・搬送ができる高次医療機関の問前に診療所を開設し、助産所の

ように時間をかけて心身の準備を整え、必要最低限の医薬品の使用による分娩を実施して

いる。助産師チームが家族構成等も視野に入れつつエビデンスに基づいたケアを継続的に

提供することにより、妊産婦・家族の満足度が向上している。

7。 医療スタッフの業務の効率化・業務負担の軽減

○ 急性期の医療において、現在は個別の課題に応じて必要な専門職を集めた「専門部隊型
のチーム医療」が行われているが、十分なマンパワーを確保して必要な専門職を病棟に配
置する「病棟配属型チーム医療」が望ましい。

例 1)薬剤師の病棟配置による薬剤管理の取組

薬剤管理において、薬剤師を病棟に配置し、医師と協働した薬物療法の検討、注射薬
の調製、医師口看護師と協働した点滴投与時の注意事項の確認等を実施することにより、
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薬剤に関するインシデント報告件数が減少する効果が現れている。

また、病棟配置により、患者の状況や検査結果等を随時把握することが可能となり、
積極的な処方提案や持参薬の適正管理、次の処方のためのフィー ドバック、フィジカル
アセスメントの実施による薬効 口副作用モニタリング、副作用を抑えるための薬学的管
理、他職種への助言・相談、薬物療法のプロトコル管理などの薬剤の適正使用に関する
業務を薬剤師が担うことにより、薬剤に関連する有害事象の発生や重篤化の防止など、
医療安全の質が向上する。

例 2)管理栄養士の病棟配置による栄養管理の取組

病棟配置により、患者の日々の栄養食事摂取状況 口身体状況・病状から栄養状態の変化
等を随時把握 口確認することが可能となり、医師、看護師、薬剤師等との連携により、的
確かつ迅速に適正栄養量及び食事・栄養補給法に関する医師への提言、栄養管理計画書を
管理栄養士が担うことによリスタッフの業務の効率化と治療効果の向上を図ることがで
きる。また、介入後のモニタリングの実施により、栄養不良・栄養過剰リスクの回避のた
めの即時調整、さらに患者、家族への治療食の必要性の説明 日指導、他職種への助言・相
談等に関する業務を担うことにより、治療効果や患者の00Lを 向上させることもできる。

○ 全日本病院協会が実施した看護師の業務に関する調査によると、依然として看護師が機
器点検や物品管理、検体搬送等の業務を実施しており、他職種との業務分担等による業務
の見直しが必要である。

○ 専門職が本来その職種がやるべき業務に専念するために、事務職員等が実施することが
できる業務については医療クラーク等を活用することにより、医師をはじめとする専門職
の負担軽減や、書類作成や外来の待ち時間の短縮などの患者サービス向上につながる。

例)医療クラーク導入による医師の勤務環境改善の取組 (済生会栗橋病院)

勤務医の煩雑な事務作業をサポー トして負担軽減を図るために医療クラークを 17名 導
入している。医療クラークが外来診療補助や文書作成補助、オーダーの入力等を実施する
ことにより、診断書の完成日数の短縮や患者とのコミュニケーションが円滑になるなど医
療の質が向上するとともに、医師の生産性の向上や時間外勤務の減少などの効果がみられ
ている。医療クラークの育成については、外部の講習と院内における OJ丁 により実施して
いる。



資料 2

平成 23年度実施予定の試行事業について

(チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ)

1.特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業 (案)について・… P.1

2.特定看護師 (仮称)業務試行事業 (案)について・・・・・P.6



特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業 (案)について

1。 事業の目的

○ チーム医療の推進に関する検討会報告書 (平成 22年 3月 19日 取りまとめ)に
おいて、特定看護師 (仮称)の業務範囲や要件については、医療現場や養成現場

の関係者等の協力を得て、専門的 口実証的な調査 口検討を行つた上で決定する必

要があると提言された。

○ 本事業は、当該報告書の提言を受け、専門的な臨床実践能力を有する看護師の

養成に取り組む修士課程及び研修課程に幅広く協力を得て先導的な試行を実施し、

当該課程のカリキュラムの内容や実習の実施状況等に関する情報を収集するもの

である。

○ なお、本事業は、特定看護師 (仮称)の業務範囲や要件等を検討する際に必要

となる情報や実証的なデータを収集することを目的として実施するものであり、
「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程」としての指定は、今後、特定

看護師 (仮称)の養成課程として認められることを保証するものではない。また、

同課程における実習の中で実施される業務 口行為については、今後、特定看護師

(仮称)の業務範囲として整理されることが確定したものではない。

2.事業内容

(A)修士課程 調査試行事業

一定の基準を満たす修士課程を「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施

課程 (修士)」 に指定し、当該課程からカリキュラムの内容や実習の実施状況等

に関する情報の報告を受ける。

(B)研修課程 調査試行事業

一定の基準を満たす研修課程等 (看護師 (免許取得後)を対象として学会や研

修センター等が実施するもの)を 「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施

課程 (研修)Jに指定 し、当該課程からカリキュラムの内容や実習の実施状況等

に関する情報の報告を受ける。

※ 本事業は、「特定看護師 (仮称)」 という新たな枠組みの構築に向け、法制化を視野に入れ
つつ、特定看護師 (仮称)の業務範囲や当該業務・行為を安全に実施するために必要なカリ
キュラムの内容等を実証的に検討するに当たり、厚生労働省の関与の下、一定の期間、検討
に必要な情報・データを収集する目的で実施するものである。このような事業の趣旨にかん



がみ、「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士・研修)」 においては、十分な

安全管理体制を整備していること等を条件に「診療の補助」の範囲に含まれているかどうか

不明確な業務 口行為について実習 して差し支えないこととする。

3.実施方法

(1)実施期間と方法

○  「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士 口研修)」 の指定に係

る申請期間は、平成 23年 3月 1日 から同月31日 までとする。

○  「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士・研修)」 の指定申請

のあつた修士・研修課程については、順次、「(3)指定基準」に照らし、書面に

よつて内容を確認し、「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士・

研修)」 に指定することとする。

O 事業の実施期間は、当面、平成 24年 3月 までとする。なお、事業の実施状況

等によっては、平成 24年 4月 以降も継続して募集 口実施することとする。

○ 事業の事務手続の窓回は、厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室とする。

(2)指定申請書類

〇 以下の書類を提出すること。

①  「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程」申請書

② シラバス

③ 大学院・学会 口研修センター等の概要

④ 実習施設概要 (代表施設)

※ 平成22年度の「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士・研修)」 の指定を

受けていた課程については、①申請書のみの提出で差し支えないこととすること。

※ ①申請書においては、本事業で演習口実習する業務口行為を明示すること。

(3)指定基準

○  「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程」と称すること。

○ 専門的な臨床実践能力を習得する上で必要な基礎科目として、以下の教育内容

を必修としていること。

① フィジカルアセスメントに関する科目
2



臨床薬理学に関する科目

病態生理学に関する科目

○ 演習・実習科目を必修とするとともに、専門的な臨床実践能力を習得できる実

習場所 (病院等)を 1か所以上確保していること。

○ 専門的な臨床実践能力を習得させるために「医師の教員 目指導者」が必要数確

保されていること。また、病態生理学に関する科目や実習等については、「医師

の教員 目指導者」が適切に配置されていること。(「医師の教員・指導者」につい

ては、専任・兼任の区別や職位は間わないが、臨床研修指導医と同程度以上の経

験があることが望ましい。)

○ 実習場所 (病院等)において、実習に係る安全管理体制を整備していること。

また、患者又はその家族に対する説明 日相談に係るルールを定めていること。

※ なお、上記の5つの基準は、あくまで「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程」
の指定基準であり、特定看護師 (仮称)の養成課程の認定基準については、「チーム医療推進
のための看護業務検討WG」 において、今後検討されるものである。

(4)報告書類

○  「特定看護師 (仮 称)養成 調査試行事業実施課程 (修士 口研修)」 は、本事業

の実施状況 (例 えば、実習の実施状況、安全面の課題、学生の履修状況、実習時

のインシデントロアクシデントの状況、一般の看護師でも実施可能な行為等)に
ついて、本事業の中間時及び終了時に報告書を提出すること。

○ 実習時にインシデン トロアクシデン トが発生した場合は、当該インシデン トロ

アクシデン トの内容、発生後の対応、発生の要因等について、別添の様式に記載

の上、発生後速やかに提出すること。

○  「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士・研修 )」 は、チーム

医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの求めに応じて、必要な資料

を提出すること。

4。 その他

○  「特定看護師 (仮称)業務試行事業」の対象となる看護師を養成した課程にお

いては、当該看護師を雇用する「特定看護師 (仮称)業務試行事業 実施施設」

から提供された情報を踏まえ、自らの養成課程の内容について自己評価を行うこ

ととする。

②

③



(別 添 )

特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業 インシデン トロアクシデン ト報告書

施設名 :

担当者 (報告者):

実習時のインシデン ト・アクシデン トの詳細

実習時に学生が当事者となるインシデント・アクシデントが発生した場合、1件につき 1枚ずつご記

入下さい。

*枠内に記載もしくは選択肢があるものはいずれかにOを付けて下さい。

1 インシデント・アク

シデントの種別

2 発生日時 年 月 日 (  ) 時  分頃

3 発見日時 年 月 日 (  ) 時  分頃

4 発生場所 病院  ・ 診療所 ・ 在宅 ・ その他

Ъ 病棟、外来、手術室、検査室、その他

(

(

)

)

5 患者情報 性別:男  ・ 女   年齢:(   )歳

患者区分: 入院  ・ 外来 ・ 在宅

疾患名:(イ ンシデント・アクシデントに関連したもの)

6 当事者 学年:(1 ・ 2 )

状況 :

教員 口指導者 (医師)

教員・指導者 (医師 )

初めて実施する医行為

年

の監督のもとに行つていた

が別の場所にいた

・ 数回目の医行為

7 内容 (時間経過に添つて、それぞれの立場の状況をわかりやすく記載)

8 影響 レベル

*下記の表を参照
レベル  (  1 3a 3b 4a 4b   )

9 発生後の対応 (患者に行つた処置等や本人や家族への説明等)

10 発生の要因 (当事者、環境、指導者の状況を含めて)

発生後の改善策

4



: レベ ル 1

: レベ ル 2

患者への実害はなかつた (何 らかの影響を与えた可能性は否定できない)

処置や治療は行わなかった (患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、

安全確認のための検査などの必要性を生じた

簡単な処置や治療を要 した (消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)

濃厚な処置や処置を要した (バイタルサインの高度変化、人ェ呼吸器の装着、手術、

入院日数の延長、外来患者さんの入院、骨折など)

永続的な障害や後遺症が残つたが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない

永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題は伴う

レベル 3a

レベル 3b

レベル 4a

レベリレ4b



特定看護師 (仮称)業務試行事業 (案)について

1。 事業の目的

○ チーム医療の推進に関する検討会報告書 (平成 22年 3月 19日 取りまとめ)

において、特定看護師 (仮称)の業務範囲や要件については、医療現場や養成

現場の関係者等の協力を得て、専門的・実証的な調査 口検討を行つた上で決定

する必要があると提言された。

○ 本事業は、当該報告書の提言を受け、「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事

業実施課程 (修士・研修)」 を修了した看護師及びその従事する施設等に幅広く

協力を得て先導的な試行を実施し、当該看護師の活用状況や業務の実施状況等

に関する情報を収集するものである。

○ なお、本事業は、特定看護師 (仮称)の業務範囲や要件等を検討する際に必

要となる情報や実証的なデータを収集することを目的として実施するものであ

り、本事業の対象となる看護師について、今後、特定看護師 (仮称)と して認

められることを保証するものではない。また、本事業の対象となる業務 口行為

については、今後、特定看護師 (仮称)の業務範囲として整理されることが確

定したものではない。

2。 事業内容

O 「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士 口研修)」 を修了し

た看護師が従事する施設を「特定看護師 (仮称)業務試行事業実施施設」(以下

「指定施設」という。)に指定し、指定施設から当該看護師の活用状況や業務の

実施状況等に関する情報の報告を受ける。

○ 業務の実施に係る試行は、各看護師が「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事

業実施課程 (修士 口研修)」 において習得した業務・行為を対象として行う。

※ 本事業は、「特定看護師 (仮称)」 という新たな枠組みの構築に向け、法制化を視野に入

れつつ、特定看護師 (仮称)の業務範囲や当該業務・行為を安全に実施するために必要な

カリキュラムの内容等を実証的に検討するに当たり、厚生労働省の関与の下、一定の期間、

検討に必要な情報ロデータを収集する目的で実施するものである。このような事業の趣旨

にかんがみ、指定施設においては、十分な安全管理体制を整備していること等を条件に「診

療の補助」の範囲に含まれているかどうか不明確な業務・行為について実施して差し支え



ないこととする。

3。 実施方法

(1)実施期間と方法

○  「特定看護師 (仮称)業務試行事業実施施設」の指定に係る申請期間は、平

成 23年 3月 1日 から同月 31日 までとする。なお、事業の実施状況等によって

は、平成 23年 4月 1日 以降も追加の申請を受け付けることとする。

O 「特定看護師 (仮称)業務試行事業実施施設」の指定申請のあつた施設につ

いては、順次、「(3)指定基準」に照らし、書面によって内容を確認し、「特定

看護師 (仮称)業務試行事業実施施設」に指定することとする。

○ 事業の実施期間は、当面、平成 24年 3月 までとする。なお、事業の実施状況

等によっては、平成 24年 4月 以降も継続 して募集・実施することとする。

○ 事業の事務手続の窓口は、厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室とす

る。

(2)指定申請書類

〇 以下の書類を提出すること。

①「特定看護師 (仮称)業務試行事業実施施設」申請書

② 実施施設概要

※ ①申請書においては、本事業で試行の対象とする業務口行為を明示すること。

(3)指定基準

○  「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修士・研修)」 を修了し

た看護師を雇用 していること。(看護師の雇用形態 (常勤・非常勤等)は間わな

い 。 )

○ 医療福祉施設 (病院、診療所、訪問看護事業所、介護関係施設等)で あるこ

と。

○ 本事業の実施に係る管理責任者を選定していること。

○ 本事業の実施に当たり、以下のとおり、安全管理体制を整備していること。(訪

問看護事業所や介護関係施設等、自施設において体制を整備することが困難で



ある場合には、他の医療機関と連携して体制を整備することとして差し支えな

いこと。)

① 本事業の実施に係る安全管理に係る組織 (施設の管理者及び関係各部門の

責任者等による構成とし、②の担当医を含むこと。)の設置

② 適切な指導等により試行の安全性を確保する担当医の選定 (臨床研修指導

医と同程度以上の経験があることが望ましい。)

③ 医療事故発生時の対応に係る基準及び院内報告制度等の整備

○ 本事業の対象となる看護師に対して教育口研修を行つた「特定看護師 (仮称)

養成 調査試行事業実施課程 (修士 口研修 )」 と連携体制 (事業の実施状況に関

する定期的な情報共有等)を整備していること。

(4)実施基準

○ 管理責任者は、本事業が安全かつ円滑に実施されるよう、安全管理に係る組

織の会議を定期的に開催するとともに、事業の実施状況について、担当医及び

本事業の対象となる看護師から随時聴取し、確認することとする。

○ 安全管理に係る組織は、試行の対象とする業務・行為を実施する前に、あら
かじめ、①緊急時の対応に係る手順、②患者又はその家族に対する説明 口相談
に係るルール、③本事業において試行の対象とする業務・行為に係るプロトコ

ールを定めることとする。

○ 担当医及び本事業の対象となる看護師は、定期的に開催される安全管理に係

る組織において、本事業の実施状況を報告することとする。

○ 担当医は、試行の対象とする業務・行為が安全に実施されるよう、定期的に

本事業の対象となる看護師の習得度を確認するとともに、必要に応じて指導を
行うこととする。

○ 本事業の対象となる看護師は、医師の指示の下、試行の対象とする業務 口行

為に係るプロトコールに従つて、当該業務・行為を実施することとする。

(5)報告書類

○ 指定施設は、本事業の実施状況 (例 えば、試行の対象とする業務 口行為の実

施状況、安全面の課題、担当医や他職種からの評価、インシデント・アクシデ

ントの状況、配置部署・勤務体制等)について、本事業の中間時 (7月 末・ 1

1月 末)及び終了時に報告書を提出すること。



○ 業務時にインシデン トロアクシデン トが発生した場合は、当該インシデントロ

アクシデン トの内容、発生後の対応、発生の要因等について、別添の様式に記

載の上、発生後速やかに提出すること。

O 指定施設は、チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの求

めに応じて、必要な資料を提出すること。

4.その他

○ 指定施設は、連携する「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業実施課程 (修

士 口研修 )」 が自らの養成課程の内容について自己評価を適切に行うことができ

るよう、事業の実施状況に関する定期的な情報共有等に努めること。



(別 添 )

特定看護師 (仮称)業務試行事業 インシデン ト・アクシデン ト報告書

施設名 :

報告者 :

インシデン ト・アクシデン トの詳細

当事者となるインシデント・アクシデントが発生した場合、1件につき 1枚ずつご記入下さい。

*枠内に記載もしくは選択肢があるものはいずれかにOを付けて下さい。

インシデント・アク

シデントの種男1

2 発生日時 年 月 日 (  ) 時  分頃

3 発見日時 年 月 日 (  ) 時  分頃

4 発生場所 唖 診療所 ・ 在宅 ・ その他 ( )

↓

病棟、外来、手術室、検査室、その他 ( )

5 患者情報 性別:男  口 女   年齢:(   )歳

患者区分 : 入院  日 外来 ・ 在宅

疾患名:(イ ンシデントロアクシデン トに関連したもの)

6 当事者の状況 担当医 (指導者)の監督のもとに行つていた

担当医 (指導者)力溺1の場所にいた

初めて実施する医行為  ・ 数回目の医行為

7 内容 (時間経過に添つて、それぞれの立場の状況をわかりやすく記載 )

8 影響 レベル

*下記の表を参照
レベル  ( 1 2 3a 3b 4a 4b   )

9 発生後の対応 (患者に行つた処置等や本人や家族への説明等)

10 発生の要因 (当事者、環境、指導者の状況を含めて)

11 発生後の改善策

10



レベル 1:患

レベル 2:処

安

レベ ル 3a

レベ ル 3b

レベル 4a

レベル 4b

者への実害はなかつた (何 らかの影響を与えた可能性は否定できない)

置や治療は行わなかった (患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、

全確認のための検査などの必要性を生じた

簡単な処置や治療を要した (消 毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)

濃厚な処置や処置を要した (バイタルサインの高度変化、人ェ呼吸器の装着、手術、

入院日数の延長、外来患者さんの入院、骨折など)

永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない

永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題は伴う



資料 3

THE lrVORLD MEDICAL ASSOCIA10NllNC

タスク・ シフティングに関するWMA決議

2009年 10月 、WMAニ ューデ リー総会で採択

医療 にお け る 「タス ク・ シフテ ィング」 とい う言葉 は、通常は医師 が担 当 してい

る業務 を、 医師 とは異 な るまたは よ り低 い水準の教育お よび訓練 を受 けた医療従

事者 、 あるい は正式な医療教育は受 けず 、限定 され た業務 を遂行す るためのみの

訓|1練 を受 けた者 に移行す る状況 を述べ る際に用い られ る。 タス ク・ シフテ ィング

は医師不足 に直面 してい る国で も、そ うでない国で も生 じる。

タスク・ シ フテ ィングの最大の要因は、移民な どのた めに有資格者 が不足 してい

ることにあ る。危機 的 な医師不足 に直面 してい る国では、必要 なサ ー ビスを提供

す る手段が他 にないた め、代替的医療従事者 あるいは非 医療従事者 に訊1練 を施 し、

一般 には医師 の権限の範 囲内 と見な され る業務 を替 わ りに遂行 させ るために、 タ

ス ク・ シフテ ィングを適用す る場合が ある。その よ うな国では、 タスク・ シフテ

ィングは極 めて脆弱な集 団の健康 を改善す るため、 ほ とん どの場合 は現在 の医療

従事者 不足 に対処す るた め、あるいは HⅣ な どの特定の医療 問題 に取 り組む こ と

を 目的 としてい る。医師不足 が最 も深刻 な国々では、新 たな医療 専 門職 (指 導員 )

が設 け られ てい る。 しか し、医師の業務 を肩代わ りす るこれ らの人 々は、医師 と

しての幅広 い教 育 と訓練 を受 けていないので、合併症や他 の不測 の事態が発 生 し

た場合 に適切 な決定 を下すための知識 、経験お よび専門的判断力 が ないまま、プ

ロ トコル に従 つてその業務 を遂行 しなけれ ばな らない。 これ は、 タスク・ シフテ

ィングを行 うか まった く治療 しないかのいずれか を選ぶ しかない国では適切 か も

しれないが、状況の異 な る国に適用す べ きではない。

危機 的な医師不足 に直面 していない国では、タス ク・ シフテ ィングは社会的 、経

済 的、職業 的、時には効率化 とい う口実や 、節約 な ど、認 め られ ない理 由で も発

生 している。 逆 に彼 らの業務 範囲の拡大や保護 のた めに促進 させ た り、阻止 され

ることもあ る。保健 当局、代替 医療従事 者 、時に医師 自らによ り始 め られ ること

もある。医療 技術 の進歩 に よって一定の業務 の遂行 と解釈が標準化 され るこ とで、

医師に代 わつて医師以外 の医療従事者 あるいは技術補助員が遂行 で きるよ うにな

り、 この こ とが タス ク・ シフテ ィングを促す こともある。 これ は医師 と協力 して

行 われ るこ とが多い。 しか し、医療 を技術 上の問題 としてのみ見 る ことはで きな

い ことは認識 しなけれ ばな らない。

タス ク・ シ フテ ィングは既存 の医療チー ムの中で も発生す るこ とが あ り、その場

合 は、そのチー ムの構 成員が遂行す る役割 と機能が見直 され る。 また他 の医療従

事者 、特 に医師や独 立的 に特 定の業務 を遂行す る訓練 を受けた職員 を補佐す る機



能 を持 つ、新 た な専 門職 が設 け られ ることもあ る。

タス ク・ シフテ ィングはある状況では必要 で あ るが、時 に患者 ケアの基 準 を改善

す る場合 には相 当な リス クも伴 う。 その中で最 も重視すべ き ことは、患者 ケアの

質が低 下す る リス クで あ り、医療的判断 。決定が移行 された場合 には特 に リスク

が ある。患者 が訓練度 の低い医療従事者のケア を受 ける可能性 だけでな く、患者

と医師 の接触 の減少 、断片化 され て非効率 的 なサー ビス、適切 なフォ ロー ア ップ

の欠如 、不正確 な診 断 と治療、合併症 に対 処 で きない といった具体的 な質の問題

も関係す る。

さらに、補助職 員 を設 けるタス ク・ シフテ ィングでは医師に対す る要求 が増大す

るこ とも実際 あ る。 医師は訓練担 当者 と監督者 としての責任 が増大 し、直接患者

を治療す る よ うなそ の他 の多 くの業務 に割 く時間が少な くな る。 また 自分の監督

す る医療従事者 の行 うケアに対 して負 う職 業的・ 法的責任 も増大す る。

世界医師会 (WMA)は 、保健 当局が、しば しば医師や医師を代表す る組織 と協議

す ることな くタスク・ シフテ ィングを開始す ることに対 し、特に懸念 を示 してい

る。

勧 告

したが って、WMAは 全 ての各国医師会 に以 下のガイ ドライ ンを推進 し、 これ に

従 うよ うrJ」 告す る。

医療 の品質 と継続性お よび忠者 の安全 は損 なわれてはな らず、 これ は、 タス

ク・ シフテ ィングを扱 うす べての改革 と立法 の基本 とす べきで あ る。

医師の業務 が他 の職種 に移行 されてい る とい うJI実 に鑑 みて、医師 と医師を

代表す る組織 はタス ク・ シ フテ ィングの実施 に関す る全 ての局面 において、

特 に法律 と規制 の改革 にお いては、 当初か ら相談を受 け るな ど、密接 に関与

しなけれ ばな らない。 医師 は、 自らの監督 の もと、安全 と適切 な患者 のケア

の原則 の も とで、新 しいア シス タン トの中核 を先導・ 副1練 す るこ とを考えな

けれ ばな らない。

品質保証基 準お よび治療 プ ロ トコルは、医師によつて制定、作成 、監督 され

なけれ ばな らない。 医療 の質 を確保す るた めに、タス ク・ シフテ ィングの実

施 と並行 して認 定 書交付 システ ムを策 定 し、実施 しな ければな らない。医師

だ けが遂行 で きる業務 を明確 に規定 しなけれ ばな らない。特 に、診断や処方

につ いて は慎重 に検討 され なけれ ばな らない。



5.

7.

医師が危機 的に不足 してい る国では、 タス ク・ シフテ ィングは、 この状況か

ら脱 出す るための明確 な対応策 を基 に した 、暫定的方策 と見 るべ きで あ る。

しか し、その国 に固有 の状況 に よってタス ク・ シフテ ィングを長期的 に実施

す る可能性 が高 くなった場合は、持続可能 な措置 を実施 しなければ な らない。

医療 システムが持続 可能で十分 に機能す る ものであれ ば、それ を廃止 して タ

ス ク・シフテ ィングを実施 してはな らない。医療従事者 を雇用 しなか った り、

不完全雇用 とした りして捻 出 した経費で補助職員 を雇用 してはな らない。 ま

た、医師の教育お よび訓練 の替 わ りにタス ク・ シフテ ィングを行 ってはな ら

ない。

力 が注がれ るべ きなのは、技術 のある医療従事者 を訓練 し雇用す るこ とで、

技術 のない医療従事者 にタスク・ シフテ ィン グを行 うこ とではない。

タス ク・ シフテ ィングによる経済的利益 と同様 の コス ト節減対策 につ いては

まだ立証 され てお らず、医療費 を削減す る こ とは患者 の最大の利益 につ なが

る医療 の良質 さを もた らす可能性 を低下 させ るので、 タス ク・ シフテ ィング

を単 に費用削減 の手段 と見 な した り、実施 した りしてはな らない。 タス ク・

シ フテ ィングに よる経済的利益 について信頼性 の高い分析 を実施 し、医療の

成果 、費用対効 果お よび生産性 を評価すべ きで ある。

タス ク・ シフテ ィングを補完す るもの として、医療従事者 の給与引き上 げお

よび労働条件 の改善 な ど、医療従事者 を引 き留 めるた めのイ ンセ ンテ ィブを

与 えるべ きであ る。       
｀

タス ク・ シフテ ィングが必要 とされ る理 由は国 に よって異 なるので、 あ る国

に適 した施策 をそのまま他 の国に適用で きるわ けではない。

タス ク・ シフテ ィングが医療 システムの全体 的機 能に及 ぼす効果はまだ 明確

で はない。 タス ク・ シフテ ィングが患者 、 医療 の成果 さらには医療提供 の効

率 お よび有効性 に及 ぼす影響 に対す る評価 を実施すべ きで ある。 特 に、 HIV

な ど特定 の医療 問題 に対応 して タス ク・ シフテ ィングが発生す る場合 、医療

システム全体 につ いて定期的な評価 とモニ タ リングを実施すべ きである。 こ

の よ うな作業は、 これ らのプ ログラムが患者 の健康 を確実 に改善す るために

不可欠で ある。

タスク・シフテ ィングは、独立して研究・評価 されなければならず、その研

究・評価に関しては、タスク・シフティング施策を実施、あるいはこれに対

する出資を担当す る者からの援助を受けてはならない。

9.

11.タ ス ク・ シフテ ィングは、医療従事者不足 に対す る対応策 のひ とつ に過 ぎな

3

6.

8.

10.



12.

13.

14.

15.

い。協力 して行 う医療行為や チー ム/パ ー トナー アプ ローチ な どの他 の方法 を

並行 して策 定 し、重要 な基準 としてみなす べ きである。 医師が協力 し、各構

成員 が提供す る医療 にそれぞれ貢 献できる相 互支援 的な双方 向医療チー ムが

あ る場合 は、それ を廃上 して タス ク・ シフテ ィングを実施 してはな らない

医療連携 を成功 させ るた めに、 リー ダー シ ップお よびチー ム ヮー クの訓練 を

改善 しな けれ ばな らない。各 々が何 を副1練 す べ きで何がで きるかについての

明確 な理解 、 また責任 の所在 に関す る明確 な理解、お よび共通認識 に立 った

専 門用語 の明確 な使用 が必要で あ る。

タス ク・ シ フテ ィングを実施す る前に潜在 的なニーズ、費用お よび利 益 につ

いて の体 系的な検討 、分析お よび議論 をす べ きである。 単 に医療 システ ムに

お け る別 の動 きに対す る対応 策 として実施 して はな らない。

成 功 を収 め る訓練モデル とは何 か を探 るための調査 を行 わなければな らない。

また調査 は、情報 、証拠お よび成果 の収集 と共有 を重点 とすべきで ある。調

査 と分析 は包括的 なものでなけれ ばな らず 、医師もそのプ ロセスの一部 に係

わ らね ばな らない。

各国医師会 は、 タス ク・ シフテ ィングの枠組 み を策定す る際 に、他 の医療従

事者組 織 と適宜 協力すべ きで あ る。WMAは 、加盟 医師会 が 自国の発展や 、

それ が 患者 のケ アや そ の成果 に及 ぼす影 響 について討 論 で きるよ う、 タス

ク・ シ フテ ィング とい う議題 に関す る情報 を共有できる枠組みの確 立を考 え

ね ばな らない。

“

ホ串
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THE WORLD PIEDICAL ASSOCIAT10N,INC。

処方権に関するWMA決議

2010年、WMAバンクーバー総会で採択

序文

医師は、学究開始時からキャリア全体を通 して、最上の技術 と配慮をもって患者を治療

するのに必要な知識を習得 し、訓1練を受け、能力を獲得する。

医師は、患者の総合的な状態を考慮に入れながら、最も正確な診断を行い、病気を治癒

させ、あるいは症状を軽減するために最大限に効果的な治療を決定する。

多 くの場合、医薬品は治療において不可欠な部分である。医療の倫理的・職業的原則に

従って正 しい決断を行 うために、医師は薬理学の原理、および異なる医薬品間で起こり

うる相互作用や患者の健康へ及ぼす影響についての徹底 した知識 と理解をもつていなけ

ればならない。

医薬品処方は重要な臨床的介入であり、これに先立って、患者の状態を判断し正 しい臨

床診断を下すための複合かつ統合的なプロセスが行われるべきである。このプロセスに

は以下が含まれる。
・ 現在の状態 と既往歴を考慮する
・ 鑑別診断を行 う能力
・ 関連する複数の慢性疾患や複合疾患を理解する
。 現在効果を挙げている投薬や過去に中止 した投薬の履歴、および可能性のある相互作

用を考慮する

正 しい知識 と正確な診断なしに不適切な医薬品処方を行 うことは、患者の健康に重大な

悪影響を与える可能性がある。不適切な治療決定からは深亥Jな事態が生 じうることを考

慮 し、WNIAは質の高い治療 と患者の安全の確保に関する次の原則を確認する。

原則

医薬品の処方は、患者の症状の正 しい診断に基づいて行われるべきであり、かつ、病気

の機序 と診断方法、および問題 となる症状の投薬治療に関する教育課程を修了した者に

よつて行われるべきである。

医師による処方は、患者の安全を保証するために不可欠であると同時に、患者 と医師の

間の信頼関係を維持するためにも極めて重要である。

看護師やその他の医療従事者は、患者の治療全般にわた り協力 し合 うが、単独で処方す

るのに最 も適切な資格をもつのは医師である。国によつては、特定の状況において、通

常は特別な訓練 と教育を受けたその他の専門職が、ほとんどの場合は医師の監督のもと

で、医薬品を処方することが法律で許可されているところもある。あらゆる場合におい

て、患者の治療の責任は医師にある。各国の医療システムは、患者の診断 と治療におけ

る国民の安全 と利益を確実に守るべきである。システムが社会的、経済的あるいはその



TⅡE WORLD M[EDICAL ASSOCIAT10N,INC.

薬物療法における医師 と薬剤師の関係に関する WMA声 明

1999年 10月 、イスラエルのテルアビブにおける第 51回 ヽ
～
眈 総会にて採択

2010年 10月 、WMAバンクーバー総会で修正

は じめに

薬物治療の目標は、患者の健康 と生活の質を改善することである。最適な薬物治療は、安
全、有効、かつ効率的でなければならない。薬物治療は誰もが平等に受けられるものでな

ければならず、また患者および医師のニーズにあった正確で最新の情報についても平等に

得 られるものでなければならない。

薬物治療はより複雑なものとなってお り、選択 した治療を実施 し監視するためには学際的
なチームの投入が求められることが多い。病院では、学際的チームに臨床薬剤師を加える

場合が次第に一般化 してお り有用となってきている。医薬品を処方する権利は、能力に基
づき、理想的には医師がその責任で所有すべきである。

医師 と薬剤師は、最適な薬物治療の提供 とい う目標を達成するために、互いに支援、協力
してこの責任を果たさなければならない。そのためには、互いの専門的能力に関して、情
報交換 し、敬意 と信頼を示 し、相互理解を深めることが必要である。相反する情報を患者
に提供 しないために、医師 と薬剤師ともに、同一の正確で最新の情報源を利用することが

重要である。

医師 と薬剤師は、患者に質の高いサービスを提供 し、薬物の安全な使用を保証 しなければ

な らない。 したがって、医師 と薬剤師間の協力は、学習能力の向上および患者も含めた情

報共有の観点か らみて不可欠である。

患者の最善の利益のために、医師と薬剤師それぞれの職種の機能を明確化 し、透明性 と協
力関係の中で薬物の適正使用を推進するためには、医師 と薬剤師それぞれの代表組織が率

直な意見交換を継続することが必要である。

医師の責務

医師はその知識、専門的技能、能力に基づいて疾病を診断する。

必要に応 じて患者、薬剤師、その他の医療専門家 と協議する中で薬物治療の必要性を評価
し、それに適 した医薬品を処方する。

患者に対 しその診断、適応症、治療 目標にカロえ、薬物治療に関する処置、便益、リスク、

予想 される副作用に関して情報を提供する。適応症外処方を行 う場合には、患者にその処

方の内容について情報を提供 しなければならない。



薬物治療への対応や、治療目標に向けての進展についてモニタリングと評価を行い、必要
に応じて、薬剤師、その他の医療専門家や場合によっては介護者とも協力して治療計画を
改訂する。

薬物治療に関する情報は、その他の医療従事者にも提供して共有する。

複雑な薬物治療の管理責任を負う医療専門家で構成された学際的チームを指導する。

治療の必要性に応じて、また機密保持の尊重および患者データの保護に関する法令に従つ
て、個々の患者に関する十分な記録を保管する。

可能でゎれば、医療現場において電子的医薬品提供システムを積極的に導入し、医師の専
門的な知識を活用 してそのシステムを支援する。

専門的分野における医師の生涯教育を通 して薬物治療に関する高い知識水準を維持する。

医師が提供すべき、あるいは調剤が認められている医薬品を確実に調達 し保管する。

相互作用、アレルギー反応、禁忌、重複投与があるかを確認するために処方箋の指示を見
直す。

国内法に従い、保健 当局に対して医薬品による冨1作用を報告する。

中毒性を有する可能性がある医薬品の処方については、必要に応 じて監視 と制限を行 う。

患者の診療記録に医薬品による副作用,を記載する。

薬剤師の責務

関係する法令に従い、医薬品を確実に調達 し、適切に保管、調剤する。

患者には、医薬品の正 しい使用方法 と保存方法だけでなく、その解説文、医薬品の名称、
使用 目的、予想 され る相互作用と副作用等の情報を含めて提供する。

相互作用、アレルギー反応、禁忌、重複投与があるか確認し、処方箋の指示を見直す。懸
念があれば、処方 した医師 と協議すべきである。 しか し、薬剤師は処方 した医師と相談せ

ず処方を変更 してはならない。

医薬品に関連する問題や処方された薬に関する懸念は、必要に応 じて、また患者からの申
し出があつた場合、検討することとする:

市販薬の選択や使用について、またlli.X度 の症状や患者 自身による疾病の管理について、適
宜患者に助言する。 自己治療が適切ではない場合には、患者に主治医の診断 と治療を受け
るよう助言する。

特に病院では、複雑な薬物治療に関する学際的チームに参加 し、医師や他の医療従事者 と
協力 して行動する。



国内法に従い、処方 した医師と保健当局に対 して医薬品による副作用を報告する。

一般的なまた具体的な医療関係の情報や勧告を、公衆および医療従事に提供 し共有する。

専門的分野における生涯学習を通 して薬物治療に関する高い知識水準を維持する。

結論

薬剤師と医師が互いの役割を理解 し尊重 しあい、協力することにより、患者は最善の医療
を受けることができる。 これにより医薬品が安全かつ適切に使用 され、患者の健康に最善
の成果を確実にもたらすのである。

●串

“


